
提

出

者

佐

藤

謙

一

郎

平
成
十
六
年
八
月
四
日
提
出

質

問

第

四

一

号

高
速
横
浜
環
状
道
路
南
線
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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高
速
横
浜
環
状
道
路
南
線
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
事
業
は
、
一
九
九
五
年
四
月
に
都
市
計
画
決
定
さ
れ
、
本
年
は
事
業
者
に
よ
る
十
年
目
の
事
業
再
評
価
実
施
の
年
に
当
た

る
が
、
計
画
道
路
周
辺
地
域
住
民
の
合
意
が
得
ら
れ
て
い
な
い
等
の
理
由
か
ら
、
釜
利
谷
地
区
の
工
事
用
取
付
道
路
工
事
及
び

鎌
倉
市
岩
瀬
地
区
水
脈
調
査
工
事
等
の
仮
設
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
の
み
で
、
本
工
事
は
全
く
始
め
ら
れ
て
い
な
い
。

本
事
業
は
、
横
浜
市
栄
区
の
起
伏
に
富
ん
だ
地
形
に
計
画
さ
れ
て
お
り
、
特
に
公
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
と
神
戸
橋
橋
梁
は

谷
間
に
計
画
さ
れ
て
い
る
為
、
周
辺
地
域
住
民
の
大
気
汚
染
被
害
へ
の
懸
念
が
強
い
こ
と
か
ら
、
提
出
者
は
先
に
平
成
十
四
年

六
月
十
七
日
提
出
質
問
第
一
〇
八
号
に
お
い
て
大
気
汚
染
被
害
の
危
険
性
及
び
本
道
路
計
画
の
抜
本
的
見
直
し
等
に
つ
き
政
府

見
解
を
問
い
、
平
成
十
四
年
七
月
二
十
六
日
付
内
閣
衆
質
第
一
〇
八
号
答
弁
書
の
回
答
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

事
業
者
（
国
土
交
通
省
、
日
本
道
路
公
団
、
横
浜
市
）
は
、
神
奈
川
県
が
実
施
し
た
環
境
影
響
評
価
書
（
以
下
、
「
事
業
者

ア
セ
ス
」
と
い
う
）
を
根
拠
に
、
環
境
へ
の
影
響
は
少
な
い
と
計
画
道
路
周
辺
地
域
住
民
に
説
明
し
て
き
た
。
し
か
し
こ
の

「
事
業
者
ア
セ
ス
」
が
、
地
形
・
建
築
物
・
構
造
物
に
よ
る
影
響
を
原
理
的
に
は
考
慮
出
来
な
い
プ
ル
ー
ム
・
パ
フ
モ
デ
ル
な

ど
の
予
測
手
法
を
用
い
た
大
気
汚
染
濃
度
の
将
来
予
測
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
周
辺
地
域
住
民
は
そ
の
確
度
に
疑
念
を
持
っ
て
き

た
。
さ
ら
に
は
横
浜
市
環
境
影
響
評
価
審
査
会
で
も
多
く
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
な
く

一



事
業
が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
不
信
を
強
め
た
と
い
う
。

こ
の
た
め
、
「
こ
の
道
路
が
造
ら
れ
た
ら
、
実
際
に
は
ど
れ
位
栄
区
の
環
境
が
悪
化
す
る
の
か
」
を
自
分
た
ち
で
知
り
た
い

と
考
え
た
周
辺
地
域
住
民
は
、
費
用
を
出
し
合
い
、
自
動
車
公
害
調
査
や
政
策
提
言
の
実
績
が
豊
富
な
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
あ
る

「
環
境
総
合
研
究
所
」
の
協
力
を
得
て
、
「
桂
町
交
差
点
〜
上
郷
公
田
線
〜
公
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
〜
神
戸
橋
」
の
区
間
に

つ
い
て
、
大
気
汚
染
と
騒
音
の
「
市
民
に
よ
る
環
境
影
響
予
測
・
評
価
」
（
以
下
、
「
自
主
環
境
ア
セ
ス
」
と
い
う
）
を
実
施

し
た
。
こ
の
自
主
環
境
ア
セ
ス
で
使
っ
た
三
次
元
流
体
モ
デ
ル
は
風
洞
実
験
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
た
、
地
形
・
建
築
物
・
構
造

物
に
よ
る
影
響
を
考
慮
し
て
大
気
汚
染
濃
度
を
予
測
・
評
価
で
き
る
数
値
解
析
モ
デ
ル
で
あ
る
。

こ
の
自
主
環
境
ア
セ
ス
の
内
容
詳
細
に
つ
い
て
は
、
去
る
平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日
、
提
出
者
が
周
辺
地
域
住
民
及
び
環

境
総
合
研
究
所
と
共
に
、
国
土
交
通
省
道
路
局
地
方
道
・
環
境
課
道
路
環
境
調
査
室
に
内
容
詳
細
に
つ
き
説
明
を
行
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
こ
の
自
主
環
境
ア
セ
ス
の
結
果
も
踏
ま
え
、
平
成
十
四
年
七
月
二
十
六
日
付
内
閣
衆
質
第
一
〇
八
号
答
弁
書
の
回

答
で
は
不
十
分
な
以
下
の
事
項
に
つ
き
質
問
す
る
。

一

谷
部
地
形
を
含
む
当
該
地
域
の
大
気
汚
染
予
測
に
プ
ル
ー
ム
・
パ
フ
モ
デ
ル
を
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て

自
主
環
境
ア
セ
ス
は
、
事
業
者
ア
セ
ス
と
同
じ
走
行
台
数
や
排
出
係
数
な
ど
の
基
本
デ
ー
タ
を
使
い
、
地
形
・
建
築
物
・

二



構
造
物
に
よ
る
影
響
を
考
慮
し
た
、
よ
り
適
切
な
予
測
手
法
を
使
っ
て
将
来
予
測
を
す
る
と
、
ど
う
い
う
結
果
に
な
る
か
を

確
認
し
、
事
業
者
が
大
気
汚
染
の
予
測
に
適
用
し
た
手
法
が
、
本
事
業
の
よ
う
な
谷
部
を
含
む
起
伏
に
富
ん
だ
地
形
に
適
切

で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

Ｎ
Ｏ
�

の
自
主
環
境
ア
セ
ス
の
結
果
、
以
下
の
よ
う
な
重
大
な
大
気
汚
染
被
害
が
発
生
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
。

・
公
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
周
辺
、
神
戸
橋
付
近
及
び
桂
町
交
差
点
周
辺
の
住
宅
地
域
で
環
境
基
準
値
を
上
回
る
濃
度
が
予

測
さ
れ
た
。

・
計
画
路
線
周
辺
の
広
い
地
域
で
現
況
よ
り
大
幅
に
大
気
汚
染
濃
度
が
上
昇
し
、
環
境
悪
化
が
推
測
さ
れ
た
。
当
該
地
域
は

第
一
種
及
び
第
二
種
住
居
専
用
地
域
を
含
む
良
好
な
住
宅
地
域
で
あ
る
が
、
最
も
低
い
濃
度
で
も
〇
・
〇
四
ｐ
ｐ
ｍ
を
超

え
る
と
推
測
さ
れ
た
。

・
事
業
者
ア
セ
ス
で
予
測
を
行
っ
て
い
る
二
地
点
に
つ
い
て
、
Ｎ
Ｏ
�

年
間
九
十
八
％
値
の
予
測
結
果
を
比
較
し
た
と
こ

ろ
、
事
業
者
ア
セ
ス
で
は
地
形
等
の
影
響
を
考
慮
し
て
い
な
い
た
め
予
測
結
果
が
過
小
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

三



事
業
者
ア
セ
ス

自
主
環
境
ア
セ
ス

公
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

〇
・
〇
四
九
ｐ
ｐ
ｍ

〇
・
〇
七
一
ｐ
ｐ
ｍ

栄
区
上
郷
町

〇
・
〇
四
七
ｐ
ｐ
ｍ

〇
・
〇
六
二
ｐ
ｐ
ｍ

事
業
者
ア
セ
ス
の
予
測
結
果
が
過
小
で
あ
る
理
由
は
、
事
業
者
ア
セ
ス
で
適
用
さ
れ
た
プ
ル
ー
ム
・
パ
フ
モ
デ
ル
が
、
計

算
範
囲
内
の
全
域
で
同
一
の
風
向
・
風
速
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
置
き
、
さ
ら
に
拡
散
場
を
限
り
な
く
平
坦
地
（
或
い
は
一

様
の
凹
凸
地
）
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
定
型
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
地
形
が
複
雑
な
地
域
、
建
築
物
・
構
造
物
が
複
雑

な
地
域
に
お
い
て
は
、
適
切
に
大
気
汚
染
濃
度
を
予
測
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
限
界
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
限
界
が
あ
る
こ
と
は
、
既
存
の
行
政
手
引
き
や
調
査
資
料
及
び
学
識
者
の
知
見
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

・
『
昭
和
五
十
八
年
環
境
影
響
評
価
の
手
引
き
』
（
東
京
都
）
で
は
、
「
煙
源
の
強
度
及
び
風
向
、
風
速
等
の
気
象
条
件
が

時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
変
化
す
る
非
定
常
、
非
均
質
に
お
い
て
は
、
プ
ル
ー
ム
モ
デ
ル
を
適
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

・
『
大
気
環
境
予
測
講
義
』
（
東
京
情
報
大
学
教
授

岡
本
眞
一
）
に
よ
れ
ば
、
「
正
規
型
プ
ル
ー
ム
式
を
導
入
す
る
際
の

制
約
条
件
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
風
や
拡
散
係
数
は
時
間
的
、
空
間
的
に
変
化
し
て
は
い
け
な
い
等
厳
し
い
制
約
が
あ
り

四



ま
す
」
と
し
て
い
る
。

・
『
大
気
汚
染
の
予
測
手
法
の
適
用
性
に
関
す
る
調
査
業
務
報
告
書
』
（
国
土
交
通
省
国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
）
で

は
、
「
プ
ル
ー
ム
モ
デ
ル
は
…
単
純
化
さ
れ
た
条
件
を
前
提
と
し
て
導
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
（
�
）
風
向

に
つ
い
て
は
プ
ル
ー
ム
式
は
風
の
流
れ
る
方
向
が
全
域
に
亘
っ
て
一
様
と
仮
定
し
て
い
る
た
め
、
風
向
が
場
所
に
よ
っ
て

大
き
く
異
な
る
場
合
に
は
プ
ル
ー
ム
式
の
適
用
に
は
無
理
が
生
じ
る
。
…
谷
地
形
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
風
向
が
地
形
に

沿
っ
て
流
れ
る
た
め
、
平
面
的
な
取
扱
い
で
予
測
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
（
�
）
風
速
は
同
一
高
さ
に
お
い
て
全
域
に

お
い
て
同
一
の
強
さ
で
あ
る
と
仮
定
し
て
い
る
た
め
、
風
速
が
場
所
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
場
合
に
は
プ
ル
ー
ム
式
の

適
用
に
は
無
理
が
生
じ
る
」
等
と
述
べ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
本
事
業
の
よ
う
な
谷
部
を
含
む
起
伏
に
富
ん
だ
複
雑
な
地
形
に
お
け
る
大
気
汚
染
濃
度
の
予
測
に
プ
ル
ー

ム
・
パ
フ
モ
デ
ル
を
適
用
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

そ
れ
で
も
な
お
、
事
業
者
が
、
適
切
に
適
用
出
来
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
と
な
る
デ
ー
タ
を
示
す
べ
き

と
考
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

二

環
境
予
測
の
や
り
直
し
及
び
現
況
調
査
と
将
来
予
測
の
実
施
の
必
要
性
に
つ
い
て

五



�

Ｎ
Ｏ
�

の
環
境
予
測
の
や
り
直
し
の
必
要
性

�

不
適
切
な
予
測
手
法
を
適
用
し
た
事
業
者
ア
セ
ス
で
は
、
本
事
業
の
環
境
へ
の
安
全
性
が
確
認
で
き
て
お
ら
ず
、
一

方
、
よ
り
適
切
な
予
測
手
法
を
適
用
し
た
自
主
環
境
ア
セ
ス
の
結
果
、
大
気
汚
染
公
害
が
発
生
す
る
危
険
性
が
予
測
さ

れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
事
業
者
は
こ
の
危
険
性
を
回
避
す
る
為
に
、
地
形
・
建
築
物
・
構
造
物
に
よ
る
影
響
を
考
慮
で

き
る
予
測
手
法
を
適
用
し
て
Ｎ
Ｏ
�

の
環
境
予
測
を
や
り
直
す
迄
、
道
路
建
設
工
事
を
中
断
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政

府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

環
境
予
測
の
や
り
直
し
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
事
業
の
見
直
し
を
行
い
、
対
策
を
講
ず
べ
き
と
考
え
る

が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
。

�

自
主
環
境
ア
セ
ス
の
対
象
地
域
に
お
け
る
Ｎ
Ｏ
�

（
騒
音
に
つ
い
て
も
同
様
）
の
事
業
者
ア
セ
ス
で
は
、
た
だ
二
地

点
の
み
に
つ
い
て
予
測
値
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
起
伏
に
富
む
地
域
全
体
を
代
表
さ
せ
る
の
は
適
切
で
は

な
い
。
本
来
、
事
業
者
ア
セ
ス
は
、
地
域
住
民
に
対
し
て
事
業
に
よ
る
環
境
へ
の
影
響
を
説
明
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
Ｎ
Ｏ
�

の
環
境
予
測
の
や
り
直
し
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
結
果
を
特
定
の
地
点
だ
け
で
代
表
し
て

表
示
す
る
の
で
は
な
く
、
濃
度
分
布
を
面
で
表
示
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

六



�

地
盤
沈
下
に
よ
る
住
環
境
の
予
測
調
査
の
や
り
直
し
の
必
要
性

計
画
中
の
横
浜
環
状
道
路
南
線
の
庄
戸
地
区
か
ら
公
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
ま
で
の
沿
線
地
域
は
一
九
六
〇
年
代
ま
で

は
標
高
百
ｍ
前
後
の
尾
根
が
連
な
る
山
間
地
で
あ
っ
た
。
高
度
経
済
成
長
期
の
宅
地
開
発
に
よ
り
山
の
尾
根
部
を
削
り
、

幾
筋
も
の
谷
沢
部
を
埋
め
て
、
こ
の
地
域
に
千
ha
を
超
え
る
広
大
な
宅
地
が
誕
生
し
た
。
当
然
こ
の
宅
地
造
成
地
の
約

半
分
は
、
柔
ら
か
く
脆
い
土
壌
に
多
量
の
地
下
水
を
含
ん
だ
埋
立
地
で
、
そ
の
埋
立
て
の
深
さ
は
二
十
〜
四
十
ｍ
に
及

び
、
現
在
安
定
な
状
態
を
保
ち
、
戸
建
て
や
Ｒ
Ｃ
の
住
宅
が
建
っ
て
い
る
。
地
盤
沈
下
の
問
題
は
道
路
周
囲
に
限
定
さ
れ

ず
造
成
地
の
広
範
な
部
分
の
問
題
と
な
る
。

�

横
浜
環
状
道
路
南
線
の
公
田
ト
ン
ネ
ル
（
公
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
〜
西
ヶ
谷
）
は
、
広
大
な
埋
め
立
て
造
成
地
の

深
い
地
下
に
ト
ン
ネ
ル
構
造
で
建
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ト
ン
ネ
ル
の
Ｎ
Ｏ．

�
ボ
ー
リ
ン

グ
地
点
は
土
被
り
（
地
表
よ
り
ト
ン
ネ
ル
天
端
ま
で
の
間
隔
）
は
約
二
十
八
ｍ
で
あ
る
が
、
こ
の
内
、
地
表
よ
り
二
十

四
〜
二
十
六
ｍ
は
柔
ら
か
く
脆
い
埋
め
立
て
土
層
で
、
残
り
四
〜
五
ｍ
が
旧
谷
沢
部
の
表
土
と
亀
裂
の
多
い
風
化
砂
岩

層
か
ら
成
っ
て
お
り
、
地
下
水
も
地
表
よ
り
五
ｍ
以
深
に
存
在
し
て
い
る
。
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
中
に
お
い
て
は
、
通
常

ト
ン
ネ
ル
を
崩
壊
・
崩
落
さ
せ
な
い
た
め
の
土
被
り
は
、
硬
い
岩
盤
が
一
〜
一
・
五
Ｄ
（
Ｄ
：
ト
ン
ネ
ル
の
直
径
や
高

七



さ
）
以
上
必
要
で
あ
る
の
に
、
当
該
ト
ン
ネ
ル
の
土
被
り
は
亀
裂
の
多
い
風
化
砂
岩
層
が
四
〜
五
ｍ
し
か
な
い
。
こ
の

よ
う
な
地
盤
に
ト
ン
ネ
ル
を
掘
削
す
れ
ば
、
亀
裂
の
多
い
風
化
砂
岩
層
は
膨
大
な
地
下
水
を
蓄
え
て
い
る
埋
め
立
て
土

層
を
支
持
で
き
ず
、
当
然
地
下
水
の
噴
出
に
よ
る
風
化
砂
岩
層
の
崩
壊
、
落
盤
が
生
じ
、
地
盤
沈
下
や
家
屋
倒
壊
の
危

険
性
は
極
め
て
高
い
。

事
業
者
は
当
該
ト
ン
ネ
ル
の
Ｎ
Ｏ．

�
ボ
ー
リ
ン
グ
地
点
付
近
に
お
け
る
埋
め
立
て
土
層
と
風
化
砂
岩
層
及
び
ト
ン

ネ
ル
の
位
置
関
係
を
三
次
元
立
体
図
に
表
示
し
て
、
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
と
対
応
策
に
つ
い
て
説
明
す
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

当
該
地
区
に
は
幾
筋
も
の
谷
沢
が
あ
り
、
前
記
、
Ｎ
Ｏ．

�
ボ
ー
リ
ン
グ
地
点
に
連
な
る
谷
沢
部
は
三
十
〜
三
十
五

ｍ
と
深
い
。
こ
の
よ
う
な
埋
立
て
造
成
地
の
地
下
深
く
に
公
田
ト
ン
ネ
ル
を
掘
削
・
建
設
す
る
こ
と
は
、
長
年
月
に

亘
っ
て
ト
ン
ネ
ル
底
面
ま
で
ト
ン
ネ
ル
に
沿
っ
て
地
下
水
の
排
出
が
生
じ
、
現
在
の
地
下
水
位
が
低
下
し
、
長
年
月
に

亘
っ
て
広
大
な
埋
立
て
造
成
地
が
地
盤
沈
下
し
、
延
い
て
は
多
く
の
家
屋
に
不
等
沈
下
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

事
業
者
が
こ
の
よ
う
な
埋
立
て
造
成
地
の
地
下
に
大
断
面
の
ト
ン
ネ
ル
を
掘
っ
た
場
合
で
も
地
盤
沈
下
や
家
屋
の
不

等
沈
下
は
発
生
し
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
実
例
を
提
示
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の

八



見
解
を
伺
い
た
い
。

�

公
田
ト
ン
ネ
ル
の
地
上
部
沿
線
両
側
に
は
戸
建
て
家
屋
が
林
立
し
て
お
り
、
地
下
深
く
に
建
設
す
る
公
田
ト
ン
ネ
ル

の
掘
削
・
建
設
に
伴
う
砂
岩
・
泥
岩
の
緩
み
影
響
範
囲
は
、
沿
線
両
側
の
百
ｍ
以
上
に
及
び
当
然
沿
線
家
屋
に
は
不
等

沈
下
の
生
じ
る
危
険
性
は
極
め
て
高
い
。

事
業
者
が
公
田
ト
ン
ネ
ル
の
地
上
部
沿
線
両
側
で
は
家
屋
の
不
等
沈
下
は
無
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
類
似
し

た
条
件
下
で
家
屋
の
不
等
沈
下
が
発
生
し
な
か
っ
た
事
例
等
を
提
示
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺

い
た
い
。

�

公
田
ト
ン
ネ
ル
東
抗
口
は
、
西
ヶ
谷
遊
水
地
の
一
部
（
約
百
五
十
ｍ
）
を
開
削
し
、
掘
割
構
造
で
建
設
す
る
計
画
で

あ
る
。
こ
の
遊
水
地
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
土
留
め
擁
壁
で
囲
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
埋
立
地
内
の
地
下
水
位
は
、
そ
の

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
土
留
め
擁
壁
で
堰
き
止
め
ら
れ
て
安
定
状
態
を
保
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
事
業
者
は
い
ま

だ
に
調
査
も
行
っ
て
い
な
い
。
西
ヶ
谷
遊
水
地
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
土
留
め
擁
壁
の
一
部
を
撤
去
し
、
開
削
す
る
こ

と
は
、
当
該
地
区
の
地
下
水
位
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
埋
立
造
成
地
で
の
地
盤
沈
下
や
家
屋
の
不
等
沈
下
発
生

の
恐
れ
が
あ
る
。
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事
業
者
は
地
下
水
位
等
の
地
盤
調
査
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。
さ
ら
に
、
事

業
者
が
遊
水
地
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
土
留
め
擁
壁
の
一
部
を
撤
去
す
る
公
田
ト
ン
ネ
ル
東
抗
口
工
事
で
も
、
当
該
埋

立
造
成
地
の
地
下
水
位
に
変
化
は
な
く
、
地
盤
沈
下
や
家
屋
の
不
等
沈
下
が
無
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ

う
な
実
例
を
提
示
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

前
記
�
〜
�
の
通
り
、
多
く
の
住
宅
の
建
つ
埋
立
造
成
地
の
地
下
深
く
に
大
断
面
ト
ン
ネ
ル
を
掘
削
す
る
こ
と
は
、

埋
立
造
成
地
で
の
地
盤
沈
下
や
家
屋
の
不
等
沈
下
発
生
の
恐
れ
を
伴
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
地
区
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
地
下
構
造
物
の
建
設
に
よ
る
地
下
水
位
の
変
動
に
つ
い
て
実
質
的
な
環
境
影
響
評
価
や
環
境
予
測
評
価
は
全

く
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
事
業
に
よ
り
地
盤
沈
下
や
家
屋
の
不
等
沈
下
は
発
生
し
な
い
と
い
う
安
全

性
を
事
業
者
は
確
認
し
て
い
な
い
。

事
業
者
は
当
該
地
域
に
お
い
て
大
規
模
な
地
下
水
と
地
盤
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
地
盤
沈
下
や
家
屋
の
不
等
沈
下

に
関
す
る
環
境
予
測
調
査
を
行
い
、
地
域
住
民
に
そ
の
情
報
を
公
開
し
た
上
で
住
民
合
意
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ

ば
事
業
の
継
続
を
す
べ
き
で
無
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

振
動
（
ト
ン
ネ
ル
内
自
動
車
走
行
に
よ
る
影
響
）
の
環
境
予
測
の
や
り
直
し
の
必
要
性

一
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本
事
業
は
住
宅
密
集
地
域
の
地
下
に
ト
ン
ネ
ル
を
隣
接
し
て
建
設
す
る
計
画
で
あ
る
た
め
、
振
動
に
よ
る
住
環
境
へ
の

被
害
も
予
想
さ
れ
る
。

当
該
地
域
と
同
様
の
条
件
下
で
の
ト
ン
ネ
ル
建
設
の
前
例
の
有
無
、
振
動
被
害
の
実
態
調
査
及
び
本
事
業
に
お
け
る
環

境
予
測
の
や
り
直
し
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

低
周
波
振
動
（
神
戸
橋
橋
梁
付
近
な
ど
）
の
環
境
予
測
の
や
り
直
し
の
必
要
性

近
年
、
自
動
車
走
行
振
動
に
橋
梁
構
造
物
な
ど
が
共
振
し
て
発
生
す
る
と
思
わ
れ
る
低
周
波
振
動
に
よ
る
人
体
や
建
物

な
ど
へ
の
広
範
な
被
害
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

本
事
業
で
は
橋
梁
構
造
物
の
建
設
も
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
低
周
波
振
動
の
実
態
調
査
と
本
事
業
者
で
の
環
境

予
測
の
や
り
直
し
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
お
伺
い
し
た
い
。

�

Ｓ
Ｐ
Ｍ
（
浮
遊
粒
子
状
物
質
）
の
現
況
調
査
と
将
来
予
測
の
実
施
の
必
要
性

自
主
環
境
ア
セ
ス
で
は
既
に
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
事
業
者
は
Ｓ
Ｐ
Ｍ
が
現
行
の
環
境
基
準
を
達
成
で
き
る
か

に
つ
い
て
事
業
者
ア
セ
ス
に
お
い
て
確
認
し
て
い
な
い
。

事
業
者
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｍ
に
つ
い
て
も
現
況
調
査
と
将
来
予
測
を
直
ち
に
実
施
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解

一
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を
お
伺
い
し
た
い
。

�

騒
音
の
現
況
調
査
と
将
来
予
測
の
実
施
の
必
要
性

事
業
者
は
、
騒
音
に
つ
い
て
も
現
行
の
環
境
基
準
を
達
成
で
き
る
か
に
つ
い
て
事
業
者
ア
セ
ス
に
お
い
て
確
認
し
て
い

な
い
。
自
主
環
境
ア
セ
ス
の
結
果
、
騒
音
に
つ
い
て
は
以
下
の
諸
点
が
示
さ
れ
た
。

・
公
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
周
辺
及
び
神
戸
橋
付
近
の
一
部
で
環
境
基
準
を
上
回
る
騒
音
レ
ベ
ル
が
予
測
さ
れ
た
。

・
計
画
路
線
周
辺
の
広
い
範
囲
で
、
本
来
一
般
環
境
で
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
一
般
環
境
に
対
す
る
環
境
基
準
を

超
え
る
騒
音
レ
ベ
ル
が
予
測
さ
れ
、
大
幅
に
環
境
が
悪
化
す
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
た
。

・
地
域
住
民
が
参
加
し
て
現
況
調
査
を
行
っ
た
地
点
に
つ
い
て
、
将
来
予
測
さ
れ
る
騒
音
レ
ベ
ル
を
比
較
す
る
と
、
公
田

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
付
近
の
グ
リ
ー
ン
テ
ラ
ス
自
治
会
地
域
、
及
び
神
戸
橋
付
近
の
コ
ー
ト
ハ
ウ
ス
自
治
会
地
域
で
七

ｄ
Ｂ
（
Ａ
）
以
上
も
上
昇
す
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
住
宅
地
等
で
二
ｄ
Ｂ
（
Ａ
）
程
度
の
上
昇
が
予
測
さ
れ
た
。

事
業
者
は
、
騒
音
に
つ
い
て
も
現
況
調
査
と
将
来
予
測
を
直
ち
に
実
施
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を

お
伺
い
し
た
い
。

�

上
郷
公
田
線
「
桂
町
交
差
点
〜
上
郷
公
田
線
ト
ン
ネ
ル
〜
公
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
」
区
間
の
現
況
調
査
と
将
来
予
測

一
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の
実
施
の
必
要
性

上
郷
公
田
線
の
「
桂
町
交
差
点
〜
上
郷
公
田
線
ト
ン
ネ
ル
〜
公
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
」
区
間
は
、
道
路
の
長
さ
が
短

い
と
の
理
由
か
ら
事
業
者
は
環
境
ア
セ
ス
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
環
境
の
安
全
性
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、

こ
の
区
間
に
つ
い
て
自
主
環
境
ア
セ
ス
を
実
施
し
た
結
果
、
計
画
路
線
周
辺
の
一
部
で
環
境
基
準
値
を
超
え
る
Ｎ
Ｏ
�

濃

度
が
予
測
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
、
広
範
囲
で
現
況
よ
り
大
幅
に
大
気
汚
染
の
悪
化
が
推
測
さ
れ
た
。
ま
た
上
郷
公
田
線
ト

ン
ネ
ル
は
土
被
り
が
浅
い
（
二
〜
十
七
ｍ
）
た
め
、
周
辺
家
屋
で
の
地
盤
沈
下
と
振
動
の
懸
念
が
大
き
い
。

前
記
�
〜
�
項
に
示
し
た
通
り
不
安
の
残
る
南
線
の
環
境
予
測
の
や
り
直
し
及
び
現
況
調
査
と
将
来
予
測
を
実
施
す
る

と
と
も
に
、
事
業
者
ア
セ
ス
を
行
っ
て
い
な
い
上
郷
公
田
線
「
桂
町
交
差
点
〜
上
郷
公
田
線
ト
ン
ネ
ル
〜
公
田
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
」
区
間
に
つ
い
て
も
、
Ｎ
Ｏ
�

濃
度
、
地
盤
沈
下
、
振
動
、
Ｓ
Ｐ
Ｍ
、
騒
音
に
つ
い
て
環
境
予
測
及
び
現
況
調

査
と
将
来
予
測
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
お
伺
い
し
た
い
。

�

事
業
者
に
お
い
て
は
本
事
業
に
関
し
環
境
対
策
等
環
境
へ
の
影
響
を
低
減
す
る
努
力
を
開
始
さ
れ
た
と
聞
く
が
、
事
業

者
ア
セ
ス
で
は
環
境
の
安
全
性
が
確
認
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
環
境
対
策
が
実
現
可
能
で
あ
る
と

の
検
証
が
出
来
た
な
ら
ば
、
そ
の
新
た
な
条
件
に
基
づ
き
、
前
記
�
〜
�
項
で
示
し
た
環
境
予
測
の
や
り
直
し
及
び
現
況

一
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調
査
と
将
来
予
測
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
お
伺
い
し
た
い
。

�

事
業
者
は
、
前
記
�
〜
�
項
に
示
し
た
環
境
予
測
の
や
り
直
し
及
び
現
況
調
査
と
将
来
予
測
を
実
施
す
る
に
際
し
て

は
、
各
項
毎
に
、
そ
の
基
本
デ
ー
タ
と
予
測
手
法
及
び
そ
の
結
果
の
詳
細
を
公
表
し
、
公
共
事
業
の
透
明
性
と
説
明
責
任

を
果
た
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
き
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

三

公
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
部
の
排
ガ
ス
漏
れ
出
し
及
び
加
速
時
の
排
出
係
数
に
つ
い
て

�

日
本
道
路
公
団
横
浜
工
事
事
務
所
担
当
官
か
ら
の
説
明
に
よ
る
と
、
事
業
者
は
縮
尺
二
百
分
の
一
の
風
洞
実
験
の
結
果

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
数
値
を
根
拠
と
し
て
、
公
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
に
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
の
外
気
へ
の
漏
れ
出
し
率

を
決
め
、
事
業
者
ア
セ
ス
の
数
値
と
し
て
適
用
し
て
い
る
。
風
洞
実
験
の
現
象
と
実
際
の
構
造
物
で
の
物
理
現
象
と
は
相

似
し
な
い
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
相
似
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
事
業
者
に

情
報
公
開
請
求
し
た
と
こ
ろ
時
効
で
す
で
に
デ
ー
タ
は
全
て
無
く
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
科
学
的
根
拠
は
失

わ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
事
業
者
が
相
似
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
相
似
す
る
た
め
の
要
件
と
風
洞
実

験
の
条
件
か
ら
相
似
で
あ
る
こ
と
を
検
証
し
地
域
住
民
に
説
明
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た

い
。

一
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�

自
動
車
が
公
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
を
出
入
り
す
る
際
の
「
加
速
時
の
排
出
係
数
」
が
事
業
者
ア
セ
ス
に
は
記
載
が
無

い
為
、
情
報
公
開
に
よ
り
こ
れ
を
請
求
し
た
が
存
在
し
な
い
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。
自
動
車
が
加
速
す
る
時
に
排
出
係
数

は
飛
躍
的
に
増
大
す
る
こ
と
か
ら
、
大
気
汚
染
の
環
境
予
測
で
は
当
然
考
慮
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い

た
い
。
ま
た
事
業
者
ア
セ
ス
で
の
考
慮
の
有
無
を
再
度
確
認
し
、
も
し
考
慮
し
た
の
で
あ
れ
ば
事
業
者
ア
セ
ス
に
適
用
し

た
「
加
速
時
の
排
出
係
数
」
を
公
開
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
あ
わ
せ
て
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

四

「
十
年
目
の
事
業
再
評
価
」
に
お
け
る
本
事
業
の
抜
本
的
見
直
し
の
必
要
性
に
つ
い
て

�

本
事
業
は
一
九
九
五
年
四
月
に
都
市
計
画
決
定
さ
れ
、
今
年
は
事
業
者
が
「
十
年
目
の
事
業
再
評
価
」
を
実
施
す
る
年

に
当
た
る
。
地
域
住
民
に
よ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
へ
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
こ
の
再
評
価
作
業
に
は
「
住

民
の
意
見
を
採
り
入
れ
る
シ
ス
テ
ム
は
な
い
」
旨
の
回
答
を
口
頭
で
得
た
と
聞
く
。
公
共
事
業
の
透
明
性
と
説
明
責
任
が

鋭
く
問
わ
れ
て
い
る
時
代
状
況
に
鑑
み
、
何
故
事
業
再
評
価
で
住
民
意
見
を
採
り
入
れ
よ
う
と
し
な
い
の
か
理
解
に
苦
し

む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
事
業
者
に
よ
る
再
評
価
に
当
た
っ
て
は
、
�
事
業
主
体
が
作
成
す
る
再
評
価
の
た
め
の
原
案
は
、
そ

の
作
成
段
階
で
住
民
意
見
を
聴
取
し
完
成
時
に
は
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
、
�
「
事
業
評
価
監
視
委
員
会
」
の
各
委
員
と

住
民
と
の
意
見
交
換
の
場
を
設
け
る
こ
と
、
こ
れ
ら
二
点
を
考
慮
し
た
「
住
民
の
意
見
を
聴
き
、
採
り
入
れ
る
シ
ス
テ

一
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ム
」
を
早
急
に
国
の
制
度
と
し
て
設
け
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。
ま
た
、
本
事
業
の
再
評
価
に

当
た
っ
て
も
急
い
で
制
度
を
設
け
て
起
用
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
あ
わ
せ
て
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

「
公
害
の
危
険
性
が
予
測
さ
れ
る
場
合
、
危
険
性
を
回
避
す
る
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
回
避
策
を
十
分
検

討
す
る
こ
と
な
く
、
危
険
性
を
有
し
た
ま
ま
道
路
を
造
る
や
り
方
は
許
さ
れ
な
い
」
と
、
道
路
公
害
裁
判
判
決
（
国
道
四

十
三
号
線
と
西
淀
川
大
気
汚
染
公
害
）
で
は
当
該
事
業
者
を
厳
し
く
断
罪
し
て
い
る
。
本
事
業
の
十
年
目
再
評
価
に
お
い

て
も
、
大
気
汚
染
公
害
が
発
生
す
る
危
険
性
を
ど
う
評
価
し
、
対
応
す
る
か
が
最
大
の
課
題
と
考
え
る
。

本
事
業
の
妥
当
性
を
再
評
価
す
る
た
め
に
は
、
「
再
評
価
の
視
点
」
の
三
項
目
だ
け
で
は
な
く
、
国
土
交
通
省
の
「
公

共
事
業
評
価
シ
ス
テ
ム
研
究
会
」
が
作
成
し
た
『
公
共
事
業
評
価
の
基
本
的
考
え
方
』
に
基
づ
く
「
総
合
評
価
表
」
を
適

用
す
べ
き
と
考
え
る
。
ま
た
河
川
局
に
お
い
て
は
既
に
こ
れ
を
適
用
し
た
と
聞
く
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

前
記
二
、
�
〜
�
項
で
示
し
た
環
境
予
測
の
や
り
直
し
及
び
現
況
調
査
と
将
来
予
測
実
施
の
必
要
性
と
そ
の
実
施
結
果

等
を
、
「
総
合
評
価
表
」
の
環
境
の
項
目
に
お
い
て
適
切
に
評
価
し
、
事
業
の
対
処
方
針
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

「
事
業
評
価
監
視
委
員
会
」
に
お
い
て
は
、
平
成
十
五
年
度
の
例
で
は
三
時
間
で
八
件
も
の
事
業
を
ス
ピ
ー
ド
審
議
し

一
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た
例
も
あ
る
と
聞
く
。
「
事
業
評
価
監
視
委
員
会
」
が
本
事
業
存
続
の
可
否
に
関
し
て
十
分
な
審
議
を
行
い
、
委
員
会
本

来
の
機
能
を
遂
行
で
き
る
状
況
で
あ
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

五

横
浜
環
状
道
路
南
線
と
沿
線
地
域
の
特
性
と
現
状
に
つ
い
て

栄
区
の
豊
か
な
自
然
と
良
好
な
住
環
境
に
ひ
か
れ
、
若
干
の
不
便
を
差
し
置
い
て
こ
の
地
に
多
く
の
住
民
が
終
の
棲
家
を

据
え
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
も
踏
ま
え
平
成
十
五
年
に
栄
区
は
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
を
「
次
世
代
に
継
承
す
る

緑
豊
か
な
生
活
文
化
都
市
」
と
定
め
、
区
政
の
向
か
う
べ
き
方
向
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
事
業
計
画
は
、
住

民
の
意
思
や
自
治
体
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
全
く
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

�

本
事
業
計
画
は
、
沿
線
地
域
の
社
会
・
経
済
・
人
口
動
態
を
十
分
に
把
握
・
予
測
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
地
域
住
民
の

期
待
す
る
ま
ち
づ
く
り
の
将
来
像
を
確
認
す
る
こ
と
も
な
く
、
計
画
が
行
政
側
に
よ
っ
て
一
方
的
に
作
ら
れ
た
、
と
地
域

住
民
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

横
浜
市
の
「
現
況
・
将
来
動
向
」
（
平
成
十
五
年
度
政
策
立
案
基
礎
調
査
報
告
書
）
の
人
口
動
態
デ
ー
タ
な
ど
に
よ
る

と
、
高
齢
化
が
急
速
に
進
ん
で
お
り
、
中
で
も
栄
区
の
高
齢
化
は
際
立
っ
て
い
る
。

こ
の
様
に
高
齢
化
し
つ
つ
あ
る
栄
区
住
民
が
区
の
将
来
像
と
し
て
期
待
し
て
い
る
の
は
、
栄
区
の
実
施
し
た
『
住
民
意

一
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識
調
査
』
（
平
成
十
三
年
三
月
）
に
よ
れ
ば
、

・
良
好
な
自
然
環
境
を
守
り

・
高
齢
者
に
や
さ
し
い
、
安
全
な
交
通
網
を
整
備
し

・
快
適
な
住
環
境
を
保
持
し

・
地
域
で
支
え
あ
う
ま
ち
づ
く
り
を
す
る

な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
本
事
業
は
こ
の
よ
う
な
地
域
住
民
の
希
望
に
相
反
す
る
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い

た
い
。

�

神
奈
川
県
教
育
委
員
会
が
ま
と
め
た
『
学
校
保
健
実
態
調
査
』
（
平
成
十
五
年
度
分
）
に
よ
れ
ば
、
横
浜
市
内
の
小
学

校
学
童
の
ぜ
ん
息
罹
患
率
は
八
・
八
五
％
で
あ
り
、
全
国
平
均
の
二
・
九
〇
％
と
比
べ
約
三
倍
も
高
く
な
っ
て
い
る
。
ま

た
中
学
校
に
つ
い
て
も
同
様
の
傾
向
に
あ
る
。
こ
こ
十
年
間
で
の
経
緯
を
見
て
も
、
ぜ
ん
息
児
童
数
は
増
加
し
て
お
り
、

と
り
わ
け
横
浜
市
の
上
昇
率
は
高
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
横
浜
市
の
『
学
校
保
健
実
態
調
査
』
（
平
成
十
五
年
度
分
）
に
よ
る
と
、
自
主
環
境
ア
セ
ス
の
調
査
対
象
地
域

周
辺
の
小
学
校
は
犬
山
小
学
校
の
十
七
・
八
七
％
を
筆
頭
に
、
平
均
で
十
・
四
三
％
と
い
う
異
常
に
高
い
罹
患
率
を
示
し

一
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て
い
る
。

当
該
地
域
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
学
童
の
ぜ
ん
息
罹
患
率
が
高
い
理
由
の
一
つ
は
、
こ
の
地
域
が
起
伏
に
富
み
年
間
八

十
％
も
の
期
間
、
逆
転
層
に
覆
わ
れ
る
た
め
大
気
汚
染
物
質
が
長
く
停
滞
す
る
と
い
う
地
形
条
件
に
起
因
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
政
府
に
は
、
こ
の
様
な
学
童
の
罹
患
状
況
に
つ
い
て
精
査
確
認
及
び
原
因
究
明
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
と
も

に
、
こ
う
し
た
現
状
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
事
業
推
進
を
是
と
す
る
の
か
、
そ
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

尚
、
自
主
環
境
ア
セ
ス
の
Ｎ
Ｏ
�

に
係
る
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
主
に
学
童
や
高
齢
者
な
ど
が
利
用
す
る
公
共
施
設
等

の
周
辺
の
大
気
汚
染
状
況
は
以
下
の
通
り
で
利
用
者
が
健
康
被
害
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の

数
値
は
、
事
業
者
ア
セ
ス
の
想
定
走
行
台
数
や
排
出
係
数
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
は
更
に
高
濃
度
と
な
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
各
施
設
は
、
特
記
な
い
限
り
Ｎ
Ｏ
�

年
間
九
十
八
％
値
〇
・
〇
四
〜
〇
・
〇
四
五
ｐ
ｐ
ｍ
の
汚

染
が
予
測
さ
れ
て
い
る
）

・
か
つ
ら
愛
児
園
（
一
部
環
境
基
準
を
超
え
る
）
、
つ
く
し
共
同
保
育
園
（
〇
・
〇
五
〜
〇
・
〇
五
五
ｐ
ｐ
ｍ
）
、
上
郷

保
育
園
（
〇
・
〇
五
〜
〇
・
〇
五
五
ｐ
ｐ
ｍ
）

・
犬
の
山
幼
稚
園
、
静
心
幼
稚
園

一
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・
公
田
小
学
校
（
〇
・
〇
五
〜
〇
・
〇
五
五
ｐ
ｐ
ｍ
）
、
桂
台
小
学
校
（
〇
・
〇
五
〜
〇
・
〇
五
五
ｐ
ｐ
ｍ
）
、
矢
沢
小

学
校
（
〇
・
〇
五
〜
〇
・
〇
五
五
ｐ
ｐ
ｍ
）
、
犬
山
小
学
校
、
本
郷
小
学
校

・
桂
台
中
学
校
、
上
郷
中
学
校

・
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
ク
ロ
ス
ハ
ー
ト
栄
・
横
浜
」
（
〇
・
〇
五
〜
〇
・
〇
五
五
ｐ
ｐ
ｍ
）
、
訪
問
の
家
「
朋
」
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
径
」

・
栄
図
書
館
（
〇
・
〇
五
〜
〇
・
〇
五
五
ｐ
ｐ
ｍ
）
、
栄
公
会
堂
／
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
（
〇
・
〇
五
〜
〇
・
〇
五
五
ｐ

ｐ
ｍ
）

・
栄
区
休
日
急
患
診
療
所
（
〇
・
〇
五
〜
〇
・
〇
五
五
ｐ
ｐ
ｍ
）

�

沿
線
地
域
は
、
首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
に
基
づ
き
円
海
山
近
郊
緑
地
特
別
保
全
地
区
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
法
に
よ

り
特
別
に
自
然
を
保
護
す
べ
き
地
区
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
本
事
業
で
は
樹
木
は
伐
採
さ
れ
、
大
量
の
排
気
ガ
ス
が

放
出
さ
れ
る
な
ど
、
法
指
定
の
趣
旨
と
全
く
相
容
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
政
府
は
こ
の
不
整
合
を
ど
の
様
に
考
え
る
の
か

伺
い
た
い
。
ま
た
、
当
該
地
域
住
民
は
法
指
定
に
よ
り
様
々
な
制
約
を
受
け
つ
つ
も
健
康
で
安
全
な
住
環
境
の
維
持
を
期

待
し
て
、
法
規
制
に
従
い
環
境
保
全
に
努
め
て
い
る
。
本
事
業
は
こ
の
様
な
住
民
の
期
待
と
遵
法
精
神
を
裏
切
る
も
の
と

二
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も
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

六

本
事
業
の
総
建
設
費
と
妥
当
性
、
採
算
性
、
費
用
便
益
性
に
つ
い
て

本
事
業
の
総
建
設
費
は
一
九
八
八
年
当
時
の
公
表
で
は
二
千
億
円
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
九
九
九
年
で
は
三
千
五
百
六
十

五
億
円
と
実
に
一
・
八
倍
に
膨
れ
上
が
っ
た
。
こ
れ
は
い
く
ら
概
算
で
あ
っ
た
と
し
て
も
常
識
で
は
理
解
し
が
た
い
。
道
路

計
画
を
容
易
に
推
進
す
る
た
め
恣
意
的
に
建
設
費
を
計
画
段
階
で
は
低
め
に
設
定
し
た
と
し
か
考
え
ら
れ
ず
、
許
し
が
た
い

こ
と
で
あ
る
。

�

と
こ
ろ
が
二
〇
〇
二
年
九
月
の
新
聞
報
道
で
は
さ
ら
に
四
千
三
百
億
円
に
増
額
さ
れ
た
と
報
道
さ
れ
た
。
こ
れ
は
道
路

行
政
の
重
大
な
欠
陥
が
露
呈
し
た
も
の
と
国
民
は
受
け
止
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
の
現
実
に
つ
い
て
政
府
は
ど
の
様
に

お
考
え
か
見
解
を
問
う
。

�

本
事
業
の
総
建
設
費
が
三
千
五
百
六
十
五
億
円
か
ら
四
千
三
百
億
円
へ
何
故
増
額
さ
れ
た
の
か
、
各
内
訳
項
目
毎
に
差

額
が
生
じ
た
理
由
を
納
税
者＝

国
民
は
知
る
権
利
が
あ
る
と
考
え
る
。
事
業
者
は
こ
の
点
に
つ
き
説
明
責
任
を
果
た
す
べ

き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
か
。

�

ま
た
事
業
者
は
最
新
の
総
建
設
費
と
そ
の
妥
当
性
、
採
算
性
、
費
用
便
益
性
及
び
こ
れ
ら
の
客
観
的
評
価
に
つ
い
て
公
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表
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二
二


